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第３節 復興に向けた取組み 

１ 市は、大規模災害等により地域が壊滅し、甚大な被害が発生したことにより、地域の総合的な復興

が必要と認める場合は、被災後速やかに復興対策本部を設置する。 

２ 市は、迅速に復興が図られるよう、大規模災害を受けた地域において、被災地域の特性を踏まえ、

「大規模災害からの復興に関する法律（平成25年法律第55号）」第10条に基づく復興計画を定めるこ

とができる。 

復興計画の策定にあたっては、国の復興基本方針及び府の復興基本方針に即して、府と共同して定

めることができる。 

また、市は、関西広域連合の「関西復興戦略」など、関係機関の計画等やそれに基づく取組みとも

整合が図れるよう調整する。 

３ 市は、復興計画を定める場合、基本理念や基本目標など復興の全体像を住民に明らかにするととも

に、次に掲げる事項について定める。また、計画の策定課程においては、地域住民の理解を求め、女

性や要配慮者等、多様な主体の参画の促進を図りつつ、合意形成に努める。 

(１) 復興計画の区域 

(２)  復興計画の目標 

(３)  人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針、その他復興に関

して基本となるべき事項 

(４)  復興の目標を達成するために必要な事業に係る実施主体、実施区域その他内閣府令で定める事

項 

(５)  復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他地域住民

の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項 

(６)  復興計画の期間 

(７)  その他復興事業の実施に関し必要な事項


